
一の瀬上流地内、市道 2535 号線が供用開始になります。 
 

南根本行政区と毘沙門堂行政区を結ぶ市道の整備が完

了しましたので、このたび市道 2535 号線を供用開始いた

します。 

令和 7 年 7 月 17 日より歩道部については通学路として

開放し車道部も一部供用を開始しておりましたが、今回

未供用区間だった残りの車道部につきましても供用を開

始いたします。 

これに伴い車両の通行が開始されますので、歩行者及び

自転車利用の方におきましては、車両の走行に十分ご注

意いただきますようお願いいたします。 

 

【供用開始日】：令和 8年 3月 5日（木） 13:30 

【所 在 地】：一の瀬上流 173-2 地先 一の瀬上流地内 
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